
 

 

せいくんこども園 重要事項説明書 

 

１．施 設の目的及び運 営の方針 

（ １）運営主 体（事業者の概要）  

事業者の名称 社会福祉法人 青山福祉会  

事業者の所在地 鹿児島県薩摩川内市青山町４１９４番地  

事業者の連絡先 ０９９６－２０－１１２３  

代表者氏名  理事長 石原 良子  

 

（ ２）施設の概要 

種別 幼保連携型認定こども園  

名称 せいくんこども園  

所在地 鹿児島県薩摩川内市平佐町２８４３番地１  

連絡先 
０９９６－２０－１１２３  

０９９６－２４ －８１００  

施設長氏名  新福 博文 

開設年月日  小規模保育事業より認定こども園移行 令和３年４ 月１日 

利用定員 

年齢区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号 ― 人 ― 人 ― 人 ５人 ５人 ５人 １５人 

２号・３号 ６人 ９人 ９人 ７人 ７人 ７人 ４５人 

合計 ６人 ９人 ９人 1２人 １２人 1２人 ６０人 

当園の基本理念・方針  

目的 
この幼保 連 携型 認定こども園は、教育 基本 法 （ 平 成１ ８ 年法 律第 １２

０号 ） 、就 学前 の子 どもに関する教育 、保 育等の総合 的な提供の推進 に
関 する法 律 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 ７ ７ 号 ） 及 び子 ども子 育 て支 援 法 （ 平 成 ２
４年法 律６ ５号 ）その他関 連法 令を遵 守し、学校 教育と個 人の尊厳 を保
持しつつ、心身ともに健やかに育 成されるよう支援することを目的とする。 
 

運営方針  

教 育 基 本 法 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 １ ２ ０ 号 ） 、就 学 前 の子 どもに関 する
教 育 、保 育 等 の総 合 的 な提 供 の推 進 に関 する法 律 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 ７
７ 号 ） 及 び子 ども子 育 て支 援 法 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 ６ ５ 号 ） その他 関 連 法
令を遵守して運営する。 
 

 



 

 

（ ３）施設の概要   

敷地 
敷地全体 １４５８．３１㎡ 

園庭 ４４１ ㎡ 

園舎 
構造  Ｒ Ｃ造２階建て 

延べ ６６９㎡ 

 

（ ４）主な設備の概 要   

設備 部屋数 備考 

（乳児室）  １室 １５㎡ 

（ほふく室）  １室 ２５㎡ 

（保育室）  ３室 
３歳児未満 ２室  ７８．６４㎡ 

３歳児以上 １室 １０８．１２ ㎡ 

（遊戯室）  １室 ６８．２５㎡ 

（調理室）  １室 ５９㎡ 

 便所 ４室 ２２．７７㎡ 

 事務室・職員室  １室 ２３．４２㎡ 

 

（ ５）職員体 制（ 令和７年 ４月 １日 現 在） 

職種 員数 常勤 非常勤 備考 

園長 １人 １人 人  

副園長、教頭  人 人 人  

主幹保育教諭  ２人 ２人 人  

保育教諭 12 人 ７人 ５人  

事務職員（園長兼務）  １人 １人  人  

栄養士 １人  １人  人  

調理員 ３人 ３人 人  

 園医   １  人  

 園歯科医   １  人  

 学校薬剤師    １  人  

 



 

 

（ ６）利用定 員ごとの提 供する日及び時間 並びに提 供を行わない日 

【 １号認定 子ども（教育標 準時間 認定）】保育日 数は週 ５日 とし、保 育時間数 は、４時間を標

準 とする。 

提供する曜日 月曜日から金曜日まで 

保育時間 教育標準時間  午前７時００分～午後６時００分（１１時 間）  

預かり保育 保育時間 

朝：７時～８時  

夕：午後３時～６時 延 長時間７時まで 

土曜：午前８時～午 後６時  

休業日 

日曜日・土曜日・祝日  

年末・年始（１２月２９日～１月３日 ）  

職員研修日（ ３月３１日 ～４月１日）  

 

 

【 ２号・３号認 定子ども（保育 認定）】 

○  保 育標準時 間 保 育日数 は週 ６日とし１日の保育 時間は１１時間 とする。 

○  ２号・３号認 定 保 育短時間  保育日 数は週 ６日とし１日の保育時間 は８時間 とする。 

〇２・３号認定の保育日数は週６日とするが、土曜日は家庭内保育推奨日とし , 

可能な限り家庭内保育を行うよう努めること。  

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 
保育標準時間  午前７時００分～午後６時００分（１１時 間）  

保育短時間  午前８時３０分～午後４時３０分（８時 間）  

延長保育 

保育標準時間  
朝：無し 

夕：午後６時～７時  

保育短時間  
朝：午前７時～８時３０分  

夕：午後４時３０分～６時  

開所時間 
月～金曜日  午前７時００分～午後６時００分  

土曜日 午前７時００分～午後６時００分  

休業日 
日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日 ）  

 



 

 

○  １ 号 認 定 ： 幼 稚 園 型 一 時 預 かり事 業 （ 教 育 時 間 終 了 後 から１ ８ 時 まで） ２ 号 ・３ 号 認 定 保

育標準 時間 ：延 長保 育事業 （ １８ 時から１ ９時まで） ２号 ・３ 号認定 保育 短時 間： 延長保 育

事業（１日 ８時間を越えて保育 を受ける場合）  

○  一時預かり事業：在園 児以外の乳幼児 （保育標 準時間と同じ）  

○  幼稚園型預かり保育： 在園児対象 （ 教 育 時 間 終 了 後 から１ ８ 時 まで、延 長 １ ９ 時 まで） 

利用される方は、施設整備特別寄付金 を補足資 料のとおり徴収いたします。 

（ ７）利用料 等 

○   補足資料参 照  
○   保育料等の返還及び減免について 
○   既納の入園手数料、保 育料、その他の経費のうち、理事長が認める場合は、これ 

を返還することができる。 
保護者納付金は、保護者及び園児の状 況に応じて減免することができる。 

（ ８）支払方 法 

現金払い 支払い期日 納入袋を配布後７日以内  

 
（ ９）提供する特 定教育・保育の内容 

 子ども・子 育て支援 法、その他関 係法 令等を遵 守し、幼 保連携 型認定 こども園 教育 ・保育 要領

に基づき、利用 子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保 育を提供します。 

 
〇 教育・保育の内容  

本園の教育保育要領に従い行う。 
〇 給食について 

食物アレルギーに対し可能な限り除去食にて対応する 

 
（ １０） 年間行事 予定 

月 行事内容 

 ４月  入園式 

 ５月 内科検診、親子遠足  

 ６月 保護者参観、歯科検診  

 ７月 七夕の行事、プール遊び 

 ８月 夏祭り 

 ９月   二学期始業式、つなひき大会、敬老の行事  

１０月 大運動会、園外保育  

１１月   お店屋さんごっこ、勤労感謝の行事 

１２月 もちつき会、おゆうぎ会 

１月   三学期始業式 知能テスト 

２月 節分の行事 

３月 ひなまつり音楽会、お別れ遠足、修園式  



 

 

（ １１） 利用の開始及び終 了に関する事項 及び利 用に当たっての留意事項 

 

利用者の内定 

【１号認定子ども】  

 施設の管理者が定めた選考方法による 

【２号・３号認定子ども】  

 市が行う利用調整による 

利用決定 利用契約書の締結による 

退園理由 

 １号・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。） 

 保護者から退園の申出があったとき 

 利用継続が不可能であると市が認めたとき 

 その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

利用に当たっての 

留意事項 

登園に関する注意事項  

感染性の病気、病気予防について 

インフルエンザ・流 行 性 耳 下 線 炎 （ おたふくかぜ） など可 能 な限 り予 防 接

種 をし、感 染 症 予 防 に努 めること。なお、ノロウィルスやインフルエンザ等 家

族 を含 め感 染した場 合登 園を控えるなどし、他に感染 させない努 力をする

こと。（別紙参照） また、体調が悪い場合は登園を控えること。 

 

（ １２） 学校医・嘱託医 栄 養 ・脊 柱 ・胸 部 ・四 肢 ・皮膚 ・目 ・耳 鼻 咽 喉 異 常 の有 無 

医療機関の名称 上村内科・神経内科  

医院長名 上村 光平 

所在地 薩摩川内市御陵 下町３０ －４ ６  

電話番号 ０９９６ －２ ３－７３５ １  

入園前の健康診 断 栄 養 ・脊 柱 ・胸 部 ・四 肢 ・皮 膚 ・目 ・耳 鼻 咽 喉 異 常 の有 無 

医療機関の名称 関小児科医院  

医院長名 関 浩考  

所在地 薩摩川内市東開 聞町８−３  

電話番号 ０９９６ －２ ３－２２５ ３  

 

（ １３）学 校歯 科医・嘱託 歯科医  姿 勢 ・顎 全 体 の観 察 ・診 査 口 周 辺 ・口 腔 内 を観 察 ・診 査 ・歯 列 ・咬 合 ・顎

関 節 を診 査 ・歯 垢 の付 着 ・歯 肉 ・歯 の検 査 

医療機関の名称 米良歯科  

医院長名 米良 貴久  

所在地 薩摩川内市勝目 町４１７ ０－１  

電話番号 ０９９６ －２ ０－０８２ ０  



 

 

（ １４） 緊急時における対応方法 

特 定 教 育 ・保 育 の提 供 中 、利 用 子 どもに体 調の急 変 などがあった場 合 、すみやかに利 用 子 ど

もの保護者又は緊 急連絡先 、その他医療機関 への連絡を行う等の必要な措 置を講じます。 

園 が定 める、不 審 者 対 応 マニュアル、防 災 マニュアル、原 子 力 防 災 マニュアル、感 染 症 マニュアル

等に沿って対応する。特別警報が発令された場合 は休園する場合がある。 

緊 急 時の保 護 者への連 絡 方法は、携 帯電 話 等、電 子 メールにて連 絡 し、当 園にて待 機 し、保 護 者

等に引き渡す。 

 

 

【管轄する消防署】  

消防署名 薩摩川内市消防 局 ０９ ９６ －２２ －０ １１９  

所在地 鹿児島県薩摩川 内市中郷町 ５０３ １番地１  

電話番号 ０９９６ －２ ２－０１１ ９  

【管轄する警察署】  

警察署名 川内交番  

所在地 鹿児島県薩摩川 内市原田町 １−１  

電話番号 ０９９６ －２ ０－０１１ ０  

 

（ １５） 非常災害 対策 

 

防火管理者    新福 博文  

消防計画届出年月日  令和３年７月２８日 

避難訓練 避難及び消化を想定した訓練を月１回実施します。 

防災設備 消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。 

避難場所 
平佐西小学校   ０９９６－２３－７１６０  

川内中央中学校 ０９９６－２３－５２００  

緊急時の連絡手段  電話、専用メール、専用ホームページでの情報提供 

 

 

 

 



 

 

（ １６） 相談・要 望・苦情 窓口 （ 園 長 、副 園 長 、主幹 保 育 教 諭 、指 導 保 育 教 諭 、担 任 等）  

相談・苦情受付担当者  野川 聡美 主幹保育教諭  

相談・苦情解決責任者  石原 良子 理事長 

第三者委員  

役職・肩書等 理 事長  

・園長 若松 忠洋  

電話番号 0995－47－7811 

認定こども園 あおば幼稚園 

役職・肩書等 理 事長  

・園長 伊福 勇史   

電話番号 099－282-0005 

認定こども園 鹿児島おおとり幼稚園 

※ 当園では，上記のほか，園内に要 望・苦情等に係る投函箱を設置しています。 

 

【要望・苦情等 への対応方法】  

要望・苦情等 を受付けた場 合には、適 切に対応 し、改善を図るよう努めます。 

要望・苦 情等の内容 を受付けた場合には、要望 ・苦情等の内 容を記 録し、市からの求 めがあっ

た場合には、必要な改善を行い、市に報 告をします。 

 

（ １７） 賠償責任 保険の加入 状況 

以下の保険に加入しています。（保険料に関しましては、保護者より実費徴収）  

保険の種類 園児２４保険 ・ほいくのほけん・こどもえんのほけん・ＪＫ保険  

保険の内容 

全日本私立幼稚 園連合会・全 日本私立幼 稚園 PTA 連合会 

幼稚園団体傷害 保険 D（天災特 約付き）  

PTA 総合保険団体傷害  

管理者賠償  

幼稚園賠償責任 保険 D 型 

全国私立保険連 盟  

ほいくの保険大型セット O157 等保証付コース 

保険金額 

幼稚園団体傷害 保険 D 型 
死亡・後遺障害・・・160.6 万円  
入院保険金額・・・・750 円  
手術保険金・・・・・入院保険日 額×１ ０  
通院保険日額・・・・500 円  
PTA 団体傷害保険  
死亡保険金、後遺 障害 245.3 万円  
入院保険金・・・・・2,000 円  
手術保険金・・・・・入院中の手術、入 院保険金額 ×１０  

入院中以外の手術入院 保険金額 ×５  
通院保険金・・・・・通院保険日額 1,200 円  
園児賠償責任保 険・・（施 設賠） 対人１名・１事 故 10 億円 
               対物１事故 1,000 万円  

（生産物賠 ）対人 １名・１事 故・期間 中 10 億円  
対物１事故・期 間中 1,000 万円  



 

 

 

（ １８） 個人情報の取 り扱い 

（個人情報の取り扱い方法）  

特 定 教 育 ・保 育の提 供に当 たって、職 員 及び職員 であった者が知 り得 た個 人 情 報 や秘 密 は、法

令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 

 

 

その他保護 者に説明すべき事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動，政治 活動，  

営利活動  

利用者の思想 ，信 仰は自由 ですが， 他の利 用者 に対する宗教 活

動，政治活動及び営利 活動はご遠慮ください。 

 

守秘義務及び個人情報の取り扱いに関する事項  

守秘義務を守り、個人情 報の取り扱いは特に、市町村が認定した世帯所得に基づく毎月の 

基本保育料の金額の情報は、給付事 務に必要な範囲に限って利用する。 

 

 

 

 

 


